
職員募集要項

事 業 所 　共同生活援助事業所シーズ

職 種 　世話人(パート雇用)

【社会保険】

　健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

　(健康保険・厚生年金・雇用保険は週の雇用契約が20時間以上の場合)

【福利厚生】

・退職金(週の雇用契約が27時間以上の場合)、医療保険

仕 事 内 容 地域で暮らす障害のある方の日常生活の補助(食事提供・整容面の補助等)

給 与

【時間給】

・1,000円

【諸手当】

・処遇改善手当：4,000～20,000円/月　※週の雇用契約時間により変動

・メイン手当：1,000円/月　※支給要件あり

・世話人特別手当：1,000円/日　※支給要件あり

・通勤手当:上限32,400円

連 絡 先  TEL:0246-25-5676　(担当者：所長 髙木　)

勤 務 時 間

・5：30～8：30(朝）　17：00～20：00(夕)　週１～5日程度

※朝、夕の勤務となります。上記は一例で、朝のみや夕のみ、日中の

他の時間の勤務をご希望の場合はご相談ください。

休 日 等
・休日は勤務表に基づく　　・特別休暇(結婚休暇・忌引 他)

・雇入れより6ヶ月経過後、有給休暇付与(日数は就業規則に基づく)

社会保険・福利厚生


